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Ⅱ 生活衛生課関係業務 
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１ 食品衛生関係 
 食品の安全性を確保するために、「青森県食品衛生監視指導計画」に基づき、食中毒等健康被害の発

生防止、食品衛生の向上及び食品衛生に関する正しい知識の普及啓発のため、営業施設等の監視指導、

不良食品の排除及び食品衛生講習会を実施した。 

（１） 営業許可を要する業種・施設・許可・監視等の状況  （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

業種 
施
設
数 

営 

業 

許可件数 

施
設
数 

廃
止 

件
数 

監
視
計
画 

件
数 

 
 
 

監
視
指
導 

行 政 処 分 

継 

続 

新 

規 

営
業
禁
止 

営
業
停
止 

改
善
命
令 

廃
棄
命
令 

そ
の
他 

飲食店営業 

食堂・ﾚｽﾄﾗﾝ 716 57 36 50 365 289      

仕出・弁当 65 4 5 5 77 22      

旅館 95 2 4  95 54      

その他 1,276 67 99 109 386 440      

臨時 673 31 74 62 332 536      

菓子製造業 354 32 25 30 181 199      

乳処理業 2    2 4      

特別牛乳搾取処理業     0       

乳製品製造業 3    3 4      

集乳業 1    1       

魚介類販売業 341 21 30 23 128 179      

魚介類販売業 (臨時) 16  2  8       

魚介類せり売営業 5    5 4      

魚肉ねり製品製造業 3 1 1  2 4      

食品の冷凍又は冷蔵業 28 3 1 2 29 21      

缶詰又は瓶詰食品製造業 24 2 2 1 11 18      

喫茶店営業 172 23 10 14 53 67      

あん類製造業 5    5 5      

アイスクリーム類製造業 70 6 2 3 36 59      

乳類販売業 463 21 33 29 139 190      

乳類販売業(臨時) 1   3 1 1      

食肉処理業 23 2  3 26 35      

食肉販売業 365 15 27 20 171 189      

食肉販売業(臨時) 14 1 1  13       

食肉製品製造業 7 1 1  6 9      

乳酸菌飲料製造業     0       

食用油脂製造業 5    5 2      

マーガリン又はショートニン

グ製造業 
    0       

みそ製造業 26 3  2 14 11      

醤油製造業 3    2 3      

ソース類製造業 28 2 2 3 15 18      

酒類製造業 4    1 3      

豆腐製造業 24 2 1 2 13 21      

納豆製造業 9    5 6      

めん類製造業 31   2 17 13      

そうざい製造業 183 12 12 10 93 79      

添加物製造業     2       

食品の放射線照射業     0       

清涼飲料水製造業 23 1 2 2 23 14      

氷雪製造業 6 1   2 1      

氷雪販売業 4   1 1       

合 計 5,070 310 370 373 2,268 2,502  0 0 0 0 0 

平成２９年度 5,072 554 451 531 2,470 2,910 0 0 0 0 0 

平成２８年度 5,152 664 364 553 2,547 2,868 0 2 0 0 1 
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※ 市町村別営業許可施設数                     （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

 

      市 町 村  

 

 

業 種 

十

和

田

市 

三

沢

市 

野

辺

地

町 

七

戸

町 

六

戸

町 

横

浜

町 

東

北

町 

六

ヶ

所

村 

（

移

動

販

売

等

） 

そ

の

他 

合 
 

計 

飲 食 店 営 業 846 581 172 140 64 51 156 130 685 2,825 

菓 子 製 造 業 148 55 20 51 20 10 29 12 9 354 

乳 処 理 業 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

特 別 牛 乳 搾 取 処 理 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

乳 製 品 製 造 業 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

集 乳 業 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

魚 介 類 販 売 業 85 58 29 31 15 25 47 38 29 357 

魚 介 類 せ り 売 営 業 0 1 2 0 0 0 1 1 0 5 

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業 4 4 4 4 0 5 3 4 0 28 

缶詰又は瓶詰食品製造業 9 1 1 7 2 3 0 1 0 24 

喫 茶 店 営 業 74 39 15 19 8 2 4 11 0 172 

あ ん 類 製 造 業 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

アイスクリーム類製造業 36 6 7 7 5 3 4 2 0 70 

乳 類 販 売 業 149 78 43 42 25 22 47 46 12 464 

食 肉 処 理 業 13 6 0 0 2 2 0 0 0 23 

食 肉 販 売 業 127 58 24 35 20 20 39 28 28 379 

食 肉 製 品 製 造 業 2 2 0 2 0 0 1 0 0 7 

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

食 用 油 脂 製 造 業 0 1 0 0 0 2 2 0 0 5 

マーガリン又はショートニング製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

み そ 製 造 業 10 4 0 5 3 1 3 0 0 26 

醤 油 製 造 業 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

ソ ー ス 類 製 造 業 14 2 0 6 3 1 2 0 0 28 

酒 類 製 造 業 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 

豆 腐 製 造 業 12 1 3 5 1 1 1 0 0 24 

納 豆 製 造 業 6 1 1 1 10 0 0 0 0 9 

め ん 類 製 造 業 10 3 2 8 3 1 3 1 0 31 

そ う ざ い 製 造 業 57 26 9 21 10 12 33 15 0 183 

添 加 物 製 造 業 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

食 品 の 放 射 線 照 射 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

清 涼 飲 料 水 製 造 業 8 0 1 11 2 0 0 1 0 23 

氷 雪 製 造 業 3 0 1 0 0 0 0 2 0 6 

氷 雪 販 売 業 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4 

合    計 1,624 930 335 398 183 162 382 293 763 5,070 

平成２９年度 1,635 943 342 401 186 159 387 283 737 5,073 

平成２８年度 1,667 959 354 407 199 162 416 269 719 5,152 



-39- 

 

（２） 営業許可を要しない業種・施設・監視等の状況   （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

業種別 施設数 監視計画件数 監視指導件数 

給食施設 

学校 8 8 8 

病院・診療所 20  11 12 

事業所 10  3 5 

その他 154  77 88 

乳さく取業 16  4 0 

食品製造業 34  10 22 

野菜果物販売業 289  72 97 

そうざい販売業 201  50 113 

菓子（パンを含む）販売業 373  93 164 

食品販売業（上記以外） 210  53 163 

添加物（法第７条の規定により規格が定めら

れたものを除く）製造業 
0  0 0 

添加物の販売業 10  3 41 

氷雪採取業 0  0 0 

器具・容器包装おもちゃの製造業又は販売業 62  16 86 

 

（３） 魚介類行商及びアイスクリ－ム行商の登録状況 

                      年度 

 区分 
３０ ２９ ２８ 

魚介類行商 

新 規 0 0 0 

更 新 0 0 0 

従業員 0 0 0 

アイスクリーム類行商 

新 規 0 0 0 

更 新 0 5 2 

従業員 13 14 16 

 

（４） 大規模調理施設等に対する重点監視指導 

大規模調理施設、広域流通食品の取扱施設及び過去に食中毒をおこした施設を対象に年２回実施

するなど、重点的に監視指導を行った。 

ア 大規模調理施設等：仕出し・弁当・旅館＝延べ１８件の実施 

イ 給食施設：学校・病院等・事務所・保育所・社会福祉施設等＝延べ１１３件の実施 

なお、病院については、医療監視及び栄養指導と連携して効果的な監視指導を行った。 

 

（５） 産直施設等に対する個別対策監視指導 

道の駅等の産直施設や観光地における食品の安全性確保及び大規模な大会等における食中毒等

の発生を未然に防止するため、監視指導を行った。 
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ア 道の駅等の農産直売所において、販売される食品の適正表示、毒きのこに対する注意喚起 

等の監視指導を実施した。 

イ 春季及び秋季等の観光シーズンを前に、焼山・十和田湖畔地区の旅館、飲食店等の監視指 

導を行った。 

 

（６） 夏期及び年末一斉取締り監視指導 

食中毒が多発する夏期及び食品の流通量が増加する年末において、厚生労働省が示す方針を踏ま

え、県が委嘱している食品衛生推進員を活用する等、効率的な監視指導を行った。 

ア 夏期一斉取締りにおいて、１３件の収去検査、許可を要する営業施設６９３件及び許可を要

しない販売業等２６３件の監視指導を行った。 

イ 十和田市で食中毒防止キャンペ－ンを行い、食品衛生推進員等と協力し広報、着ぐるみ、チ

ラシ等を利用することにより、約５００名の消費者に対して食中毒予防の普及啓発を図った。 

ウ 年末一斉取締りにおいて、許可を要する営業施設１３７件及び許可を要しない販売業等６１

件の監視指導を行った。 

 

（７） 食品の収去検査 

県内の流通食品や広域に流通される県産食品等について、年間を通じた計画的な収去を行い、検

査結果に基づき必要な指導を行った。 

ア 微生物学的検査：細菌検査等４６検体について実施 

イ 理化学的検査 ：食品添加物、アレルギ－物質、残留農薬等３２検体について実施 

 

（８） 不良食品等(苦情、管外・県外依頼)の調査指導 

県内外で発見された不良食品等５件について、製造施設及び販売施設等での食品取扱い状況を調

査し、原因の追求並びに再発防止対策の徹底を図った。 

  また、この他に軽微なものとして消費者等からの苦情に関する調査は２３件あり、営業者等に対

して指導を行った。 

 

区分 

 

 

 

 

 

年度 

不 

良 

 
発見 

場所 
不良理由 行政措置の状況 

食 

品 

発 

見 

件 

数 

消
費
者
の
届
出 

保
健
所
の
発
見 

他
機
関
の
発
見 

県
内 

県
外 

表
示
違
反 

規
格
基
準 

カ
ビ
・
異
物
混
入 

変
敗
・
そ
の
他 

回
収
・
返
品
・
廃
棄 

営
業
停
止 

設
備
改
善 

顛
末
書 

口
頭
指
導 

他
保
健
所
に
移
送 

そ
の
他 

細
菌 

化
学 

平成３０年度計 5 3  2 4 1 1  1 2 1 4   1 1  5 

平成２９年度計 9 6 3  4 5 2   5 2    3  2 8 

平成２８年度計 8 7  1 3 5 1   7     1 3 2 2 
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（９） 対ＥＵ輸出ホタテガイサンプリング 

むつ湾東部生産海域の野辺地定点において、農林水産部水産振興課・地方独立行政法人青森県産

業技術センター水産総合研究所と連携し、年間を通じたサンプリング計画に基づき１１月に１回、

１月から３月までは定期的に、検体の採取・搬送を行い、生産海域の管理強化を図った(平成３０

年度実績：延べ４回)。 

 

（10） 食中毒等健康被害発生状況 

食中毒等健康被害が発生した際には、調査及び指導を行い、被害拡大防止に努めた。 

年 発生件数 
患者数 

（人） 

死者（人） 

（再掲） 

病因物質 

細菌 ウイルス 自然毒 化学物質 不明 

３０ 0 0 0      

２９ 0 0 0         

２８ 2 60 0 1 1       

 

（11） 食品衛生教育 

食中毒等の予防、食品衛生思想の普及啓発及び食品衛生知識の向上を図るために、食品関係営業者

及び一般消費者等に対して食品衛生講習会を実施した。 

 

年度 

区分 

３０ ２９ ２８ 

回数 受講者 回数 受講者 回数 受講者 

給食施設従事者 1 210 4 409 5 458 

産直加工関係者 3 55 1 21 6 253 

食品関係営業者 10 275 18 458 16 348 

食品衛生責任者 16 319 11 404 13 478 

一般消費者 1 14 0 0 4 55 

その他 3 68 6 68 2 50 

合計 34 941 40 1360 46 1,642 
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２ 生活衛生関係 

 

（１） 生活衛生営業六法関係監視指導 

   住民の日常生活と密接な関係のある理容、美容、クリーニング、旅館、公衆浴場、興行場につい

て、関係法令に基づき許可・確認を行うとともに、施設の衛生水準の維持・向上を図るために、計

画的な監視指導を行った。 

 

ア 許可(確認)等の状況                     （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

施設区分    

 

 

許可等・年度 

理 

容 

所 

美 

容 

所 

クリー 

ニング所 

（取次所 

  再掲） 

旅  館 公衆浴場 興 

行 

場 旅館・ホテル※ 
簡易 

宿所 

下 

宿 

一 

般 
その他 

許可 

（確認） 

30 3 11 2(1) 3 0 0 0 0 0 

29 4 15 2(1) 
ホテル 旅館 

2 0 0 3 0 
2 2 

28 4 9 2(2) 2 5 1 0 1 1 0 

 

廃止 

 

30 12 12 5(4) 3 13 0 2 1 0 

29 7 12 16(11) 
ホテル 旅館 

9 0 0 1 0 
0 4 

28 8 12 7(3) 1 17 1 3 1 0 0 

   ※：平成 30 年 6 月 15 日から、「ホテル営業」及び「旅館営業」は「旅館･ホテル営業」に統一 

イ 市町村別営業施設数                    （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

  施設区分 

 

 

市町村 

理 

容 

所 

美 

容 

所 

クリー 

ニング所 

（取次所 

  再掲） 

旅  館 公衆浴場 興 

行 

場 旅館・ホテル※ 
簡易 

宿所 

下 

宿 

一 

般 
その他 

十 和 田 市 120 146 45(20) 73 55 3 13 5 3 

三 沢 市 60 119 23(12) 26 21 0 13 1 0 

野 辺 地 町 26 35 6(4) 7 2 0 4 1 0 

七 戸 町 28 46 8(5) 6 24 0 9 1 0 

六 戸 町 14 9 5(2) 7 2 0 6 1 1 

横 浜 町 8 11 1(0) 2 3 0 1 1 0 

東 北 町 29 33 12(4) 14 2 0 11 0 0 

六 ヶ 所 村 16 29 6(3) 15 1 1 4 2 0 

計 301 428 106(50) 150 110 4 61 12 4 

2 9 年 度 310 429 109(53) 
ホテル 旅館 

123 4 63 13 4 
23 127 

2 8 年 度 313 426 123(63) 21 129 130 4 63 11 4 

 ※：平成 30 年 6 月 15 日から、「ホテル営業」及び「旅館営業」は「旅館･ホテル営業」に統一 
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 ウ 監視指導の状況                     （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

 施設区分 

 

 

年度 

理 

容 

所 

美 

容 

所 

クリー 

ニング所 

（取次所 

  再掲） 

旅  館 公衆浴場 興 

行 

場 旅館・ホテル 
簡易 

宿所 

下 

宿 

一 

般 
その他 

30 99 135 32(17) 68 50 0 34 2 0 

29 63 117 52(39) 
ホテル 旅館 

25 0 36 6 1 
22 47 

28 117 147 36(35) 30 81 16 0 55 6 2 

 ※：平成 30 年 6 月 15 日から、「ホテル営業」及び「旅館営業」は「旅館･ホテル営業」に統一 

 

（２） レジオネラ症発生防止対策 

「青森県レジオネラ症の入浴施設における発生の予防に関する条例」に基づき、旅館業及び公衆

浴場業の施設 53 件について、水質基準の遵守及び施設の衛生管理指導を行った。 

 

（３） 水道及び飲料水関係監視指導 

水道法、青森県小規模水道規制条例及び青森県飲用井戸等衛生対策要領に基づき、飲料水の衛生

確保を図るために、施設の適正維持管理指導等を行った。 

なお、事務権限の移譲により、小規模水道については六戸町、簡易専用水道については十和田市、

三沢市、野辺地町、六戸町、横浜町及び東北町、飲用井戸等については十和田市及び三沢市が事務

を取り扱うこととしている。 

 

各種水道施設の状況                  （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

種別 

 

市町村 

簡易専用 

水道 

小規模 

水道 

飲用井戸等 

計 
一般 業務用 小規模受水槽 

十 和 田 市  41    41 

三  沢  市  0    0 

野 辺 地 町  0 25 3 4 32 

七  戸  町 9 3 55 10 3 80 

六  戸  町   731 10 1 742 

横  浜  町  1 1,297 8 0 1,306 

東  北  町  2 180 17 0 199 

六 ヶ 所 村 43 0 18 4 7 67 

計 52 47 2,306 52 15 2,467 

2 9 年 度 50 46 2,326 45 14 2,481 

2 8 年 度 51 48 2,366 48 11 2,524 
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（４） 建築物衛生監視指導 
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定建築物(興行場、百貨店等で床

面積が３，０００㎡以上、学校で床面積が８，０００㎡以上の建築物)について、衛生的な環境の確

保を図るために施設の適正維持管理指導を行うとともに、登録業者に対して清掃作業及び清掃用機

器の維持管理方法の監視指導を行った。 

 

 

ア 施設・監視の状況  ※( )は監視件数          （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

種別 
市町村 

興行場 百貨店 店 舗 事務所 学 校 旅 館 その他 計 

十 和 田 市 1 5(3) 4(1) 5 1 6 3 25(4) 

三 沢 市 0 1(1) 2 2 0 3 3(1) 11(2) 

野 辺 地 町 0 1 0 0 0 1 0 2 

七 戸 町 0 1 1 0 0 0 0 2 

六 戸 町 0 0 0 1 0 3 0 4 

横 浜 町 0 0 0 0 0 0 0 0 

東 北 町 0 0 0 0 1 0 0 1 

六 ヶ 所 村 0 1 0 8(4) 0 1 2 12(4) 

計 1 9(4) 7(1) 16(4) 2 14 8(1) 57(10) 

2 9 年 度 1(1) 9(2) 7(1) 16(1) 2 15(1) 9(4) 59(10) 

2 8 年 度 1 9(3) 7(2) 15(1) 2 15(8) 9 58(14) 

 

イ 登録営業所の状況  ※( )は監視件数          （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

種別 

 

市町村 

建築物 

清掃業 

空 気 

環 境 

測定業 

空気調和 

用ダクト 

清 掃 業 

飲料水 

水 質 

検査業 

飲料水 

貯水槽 

清掃業 

排水管 

清掃業 

ねずみ 

昆虫等 

防除業 

環境衛 

生総合 

管理業 

 

計 

十和田市 1 0 0 0 4 2 0 2 9 

三 沢 市 4(1) 0 0 0 2(1) 0 1 2 9(2) 

野辺地町 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

七 戸 町 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

六 戸 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

横 浜 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

東 北 町 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

六ヶ所村 6 0 0 0 5(1) 0 1 1(1) 13(2) 

計 12(1) 0 0 0 14(2) 2 2 5(1) 35(4) 

2 9 年度 12(3) 0 0 0 14(4) 2(1) 2(1) 5 35(9) 

2 8 年度 12(5) 0 0 0 14(4) 1 2 5(2) 34(11) 
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（５） 遊泳用プ－ル施設等の監視指導 

多数人が利用する遊泳用プ－ル（学校保健法に基づき衛生管理が実施されているものを除く）の

衛生水準確保を目的として、「遊泳プールの衛生基準について」（平成１９年５月２８日 厚生労働

省保健局長通知）に基づき、水質基準、施設基準及び維持管理基準の遵守指導を行うとともに、「プ

ールの安全標準指針」（平成１９年３月文部科学省・国土交通省）に基づくプールの安全確保のた

めの適正な管理運営等を指導した。 

なお、管内には十和田市に５施設、三沢市に４施設、東北町に２施設、合計１１施設の遊泳用プ

ールがあるが、平成３０年度は休止中の２施設を除いた９施設全てについて監視指導を行った。 

 

（６） 化製場等の監視指導 

化製場等に関する法律及び青森県化製場等に関する条例に基づき、施設の衛生水準等を確保する

ため指導を行った。 

化製場法第８条施設：三沢市（ペットフード製造１施設） 

 

（７） 温泉関係監視指導 

   温泉法及び青森県温泉保護対策要綱に基づき、温泉資源の保護及び温泉の利用の適正化を図るた

めに、掘削及び動力許可申請にかかる指導等を行った。 

 

  ア 温泉(源泉)数及び許可の状況              （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

  区分 
 

市町村 
源泉数 

掘削申請 

(掘さく許可) 

増掘申請 

(増掘許可) 

動力申請 

(動力許可) 

利用申請 

(利用許可) 

利用 

承継 

温泉採取 

事業廃止 

十 和 田 市 49 0 0 0 3(3) 5 0 

三 沢 市 23 0 0 0 0 0 0 

野 辺 地 町 10 0 0 0 0 0 0 

七 戸 町 15 1(1) 0 0 0 0 0 

六 戸 町 10 0 0 0 0 0 0 

横 浜 町 1 0 0 0 0 0 0 

東 北 町 37 0 0 0 0 0 0 

六 ヶ 所 村 2 0 0 0 0 0 1 

計 147 1(1) 0 0 3(3) 5 1 

2 9 年 度 146 0 0 1(1) 9(9) 0 2 

2 8 年 度 148 2(2) 0 3(3) 9(9) 4 2 

 

イ 監視指導状況       (平成 31 年 3 月 31 日現在) 

区分 

年度 

合 計 

(件数) 

源泉・掘さく 

動力（増掘） 
利用施設 

30 72 9 63 

29 73 20 53 

28 91 40 51 

 


